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４－２　営農計画

４－２－１　砂糖公社（ＣＥＡ）の土地

砂糖公社（ＣＥＡ）の10製糖工場は９県に分布しており、サトウキビ栽培地、牧草地、市街地

を含めて 16万 4,941haあり、国土の３％に相当する。

ＣＥＡの土地には 220のエル・バテイがあり約 20万人、総人口の２％が住んでいる。エル・

バテイの住居の 71％はＣＥＡのものであり、残り 29％はＣＥＡの土地にあるが独立家族のもの

である。

ラ・ルイサ地域を含めたリオ・アイナ－グアヌマ農場には計 17のエル・バテイがある。その

一つグアヌマには、1981年にグアヌマ入植地（AC-192）がつくられた（図１）。

４－２－２　農地庁の土地

農地庁は 1998年までに 1,025万 1,473.42タレア（64万 717ha）の土地を取得した。取得法別に

みると、国有地の回復 644万 5,890.95タレア（63％）、買収地 282万 1,725.00タレア（28％）、譲

渡地 63万 4,073.10タレア（６％）、供出地 34万 9,784.37タレア（３％）の順であった。譲渡地の

ほとんどはＣＥＡが寄付したものであり、ごくわずかにＧ＆Ｗなど民間砂糖会社が贈与した土

地が含まれている（表１）。

４－２－３　農地庁の入植事業とＣＥＡの譲渡地

農地庁は 1998年までに 444入植地を設置し、997万 9,727タレア（62万 3,733ha）に９万 8,089

人の農夫と 61万 5,583人の扶養家族を入植させた。年次別にみると、1961年までに 40の入植地

ができ、1962～ 1998年に残り 404ができた。また、1999と 2000年には、計 24の入植地が設置

されている（表２、３）。1998年までに 463入植地が設置されたとする文献もあるが、入植地番

号（AC-番号）がつけられても、実施されなかった事業地があり、444入植地が正しい。入植者１

人当たりの耕作面積の基準は、作物の場合 60タレア、牧場の場合 150タレアである。444のう

ち 55入植地（12％）はＣＥＡの譲渡地に、残り 389はそれ以外の土地に作った。ＣＥＡの譲渡地
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89万 4,099タレア（５万 5,881ha）（９％）には、１万 3,725人（14％） の農夫が入植した（表４）。

ＣＥＡの譲渡地とそれ以外の土地の入植地を比較した主な生産物は、根菜、畜産、農業、と

ほぼ同じといえる。ＣＥＡの譲渡地にはなく、それ以外の土地にだけある産物として、コー

ヒー、アグロフォレストリー、野菜、サトウキビなどがある（表５）。

表５　主要生産物別にみた入植地の数

ＣＥＡの譲渡地 それ以外の土地

入植地総数 55（100％） 389（100％）

根菜 40（ 73％） 242（ 62％）

畜産 12（ 22％） 75（ 19％）

農業 8（ 15％） 45（ 12％）

米 2（ 5％） 28（ 7％）

コーヒー 0（ 0％） 26（ 7％）

アグロフォレストリー 0（ 0％） 8（ 2％）

野菜 0（ 0％） 6（ 2％）

サトウキビ 0（ 0％） 6（ 2％）

入植地全体における主な農産物は、1998年に米 86万 5,257タレア（５万4,079ha）（国内総生産

の 39％）、ニンニク１万 2,231タレア（35％）、工業用トマト３万 9,903（31％）、トウモロコシ 13

万 4,575（30％）、ジャウチア１万7,604（27％）、ニャム（25％）、インゲン豆11万 7,970（24％）、ガ

ンヅル４万 5,268（24％）、キャッサバ９万 6,639（17％）、プラタノ６万7,256（12％）であった（表

６、７）。

４－２－４　入植者のアンケート調査

大使館領事部の協力によりアンケート調査を実施した。入植予定者26名のなか、ちょうど半

分の 13名がサント・ドミンゴに在住、残りの半分は地方に在住している。職業別にみると、8

名（31％）が農業自営者、７名（27％）が非農業自営者、同じく７名（27％）が無職、３名（12％）

が給与所得者、１名（４％）が出稼ぎであった（図２：表８、９）。

土地の利用について、22名（84％）が自分で何かを耕作したいと考えている。２名（８％）が耕

作もせず貸しもせずにしばらく放置しておく、１名（４％）が協同組合をつくって共同耕作した

いと考えている。残り１名（４％）は回答しなかった。

自分で何かを耕作したいと考えている者のうち、15名（全体の 58％）は果樹を植えたいと考

え、具体的に柑橘（２名）、カヒル（以下１名ずつ）、パッション・フルーツ、パイナップルをあ
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げている。４名（15％）は牧草、２名（８％）は稲作、１名（４％）は庭園植物を考えている。１名

は作物でなく、養鶏場を考えている。

いつから耕作を始めたいかという問いに対して、すぐに（２名）、１年後（４名）、１～２年後

（３名）、２年後（１名）、２～３年後（４名）と答えた。耕作を始めるためには何が必要かという

問いに対して、８名（31％）が整地、６名（23％）が柵、５名（19％）が道路、４名（15％）が本地

権、３名（12％）が調査結果、１名（４％）が展示圃場の結果と答えた。

入植地に家を建てるつもりかという問いに対して、20名（77％）がはい、５名（19％）がいいえ、

１名（４％）がわからないと答えた。はいと答えた20名のうち、自分で住むつもりと答えたのは

１名のみで、17名は自分は住まないが管理人を住ませるつもりだと答えた。

４－２－５　展示圃場

農牧開発南部センター（ＣＥＳＤＡ）の協力により、ラ・ルイサ入植地に果樹の展示圃場の設

置が計画され、既にレモンが植えてあった。展示圃場は国道沿いの入植区画入り口、北端のな

だらかな傾斜にあり看板も立っていて国道からよく見える。果樹の種類は、（1）パッション・フ

ルーツ、（2）レモン、（3）ガヤバ、（4）サポテ、（5）サクランボの５種類を、それぞれ４タレア

（0.25ha）ずつ植える計画である。

展示圃場に加えて、観察圃場として（1）マンゴ、（2）ガナバナ、（3）ハグア、（4）ニスペロ、（5）

リモンシヨの５種類を、それぞれ１タレア（0.06ha）ずつ植える。さらに、導入種（1）ププアス、

（2）アサイ、（3）マンゴスチンの３種類をそれぞれ１列ずつ植える計画である。

４－２－６　農地庁の営農指導

営農指導は、農地庁生産部が行っており、次の６つの課に分かれている：（1）畜産指導、（2）

技術指導、（3）アグロフォレストリー、（4）農業機器、（5）融資、（6）農工業と市販。サント・ド

ミンゴの本庁のほかに、全国 13の農地庁支局と 10の地方分権プロジェクト（入植地）に農業技

師計約 450名がいて、入植者を指導している（図３、４）。

技術指導は基本的には入植時から本地権がでるまで行う。農民には、入植時に借地権が与え

られ、５年間耕作を続ければ本地権が与えられることになっている。しかしながら、政治がか

らんで本地権はなかなか降り難い。これまで444入植地に９万8,089人が入植しているが、わず

かに１割程度が本地権を取得したに過ぎないと推定されている。

４－２－７　果実の販売

輸出促進ドミニカセンター（ＣＥＤＯＰＥＸ）によると 1999年の主な果実の輸出は、有機バナ

ナ３万7,000ｔ $805万ドル、バナナ$774万ドル、アボカド$742万ドル、ココナッツ$613万ドル、
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オレンジ$162万ドル、プラタノ$108万ドル、パパイア$98万ドル、パイナップル$61万ドル、レ

モン $54万ドル、マンゴ $48万ドルであった。果実の輸出は今後増加すると思われる（表 10）。
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